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【事務局より事故発生状況の報告】 

 
 
 
   

 

 
 
  

 

 

 

 

 

令和５年２月 13日現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 事故発生日 事故区分 事故のあらまし 

10

件 

1月７日（土） 

男性・71歳 

賠償保険 

（就業中） 

中学校敷地内にて、マイクロバスを駐車するためバックをしていた

ところ、車止めに接触。車止めとバス左後方部分にへこみ傷を付け

た。バックモニターは付いていたが確認できなかった。車内には運

転手以外乗車しておらず、怪我人はいなかった。 

11

件 

1月９日（月） 

男性・69歳 

賠償保険 

（就業中） 

中学校敷地内にて、マイクロバスを駐車するためバックをしていた

ところ、車止めに接触。車止めとバス左後方部分にへこみ傷を付け

た。バックモニターは付いていたが確認できなかった。車内には運

転手以外乗車しておらず、怪我人はいなかった。 

12

件 

２月１日（水） 

男性・6７歳 

賠償保険 

（就業中） 

県道からスクールバス待合所へ侵入する際、除雪後の雪山にバスの

右後方部分が接触し、へこみ傷を付けた。車内には運転手以外乗車

しておらず、怪我人はいなかった。 

13

件 

２月７日（火） 

男性・71歳 

賠償保険 

（就業中） 

生徒を送迎後、中学校敷地内の指定の場所へバスを駐車させるため

バックをしていたところ、寄り過ぎて校舎の外壁に接触。外壁とバ

ス右後方部分にこすり傷を付けた。車内には運転手以外乗車してお

らず、怪我人はいなかった。 

第２４号 安全だより 

就業中に事故が起きた際は、軽微と思われるものでも 

自己判断をせず、速やかに事務局へ報告してください。 

早朝や遅い時間でも構いません。職員につながります。 

●土日祝日や時間外の緊急連絡先 080-5854-4949 

１２月２０日の報告以降、マイクロバスによる接触事故が４件 

発生しました。このうち２件は、同じ場所・同じ状況での事故です。 

これで今年度の事故累計件数は１３件となり、昨年度の７件から大幅に増加しています。 

冬期は全国的に交通事故が増加します。「交通事故は起こさない・巻き込まれない」を心掛け、

より一層注意して行動しましょう。 

なお、事務局ではマイクロバスの接触事故が多発したことをうけて、２月１６日に人員輸送運

転業務従事者を対象とした「安全運転講習会」を開催し、事故の再発防止に取り組んでいます。 

 

 

就業中の事故多発中 

事故件数は昨年度の２倍 



睡眠不足は仕事中の眠気や集中力の低下を招

くばかりでなく、血圧・血糖値・コレステロール

値を上昇させ、生活習慣病を発症・悪化させる原

因となります。心身の健康と安全作業のため、毎

日の睡眠を見直してみましょう。 

 

＊毎日規則正しい時間に起床 ＊朝日を浴びる 

＊三食しっかり食べる ＊体を動かす ＊趣味を楽しむ 

＊日中眠い時は 15分程度の仮眠 など 

【安全・適正就業委員会よりお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
【事務局よりお知らせ】 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【全シ協安全ニュース 12月号より抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

あなたの睡眠不足は病気が原因かも！？ 

☑ 睡眠障害チェック 

□ 寝つきが悪い 

□ 熟睡できない 

□ 夜中に何度も目が覚め、眠れなくなる 

□ 就寝中に足がムズムズしたり火照ったりする 

□ 家族から睡眠中の無呼吸やいびき、脚が 

ピクピク動くことがあると言われる 

□ 朝なかなか起きられない 

□ 朝早く目が覚めてしまう 

□ 寝ても疲れがとれない 

□ 日中に強い眠気を催す 

 

睡眠習慣の改善で 

心身をリフレッシュ！ 

質の良い睡眠をとるために工夫しましょう 

働くみなさんの安全と健康の確保をめざし、

事故のない安全で快適な労働を呼び掛ける「安

全就業標語」を募集します。優秀作品は令和５年

度の安全就業啓発活動に使用します。 
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応募者全員に粗品をプレゼント! 

締切は３月１５日（水） 【昨年度の応募作品】より 

★標語のテーマ★ 

・点検・安全作業・身だしなみ・ゆとり 

・譲り合い・転倒、落下防止対策・健康 

就業に欠かせない保護具には、使用期限があります。

ヘルメットは使用開始から３～５年以内、安全帯は２～

３年以内と言われています。 

使用期限を過ぎているものは、早めの交換をお願いし

ます。その他、就業に使用する機械類は不具合がないか

今のうちに点検を済ませておきましょう。 

使用期限は大丈夫？ 

就業用具の点検を！ 
●特別教育を受けていない方は業務

でチェーンソーを使用できません。 

 

●チェーンソー使用時には、防護ズボ

ンまたはチャップスの着用が義務

付けられています。 

 

 


